
  

建具交換等作業（香川運輸支局）仕様書 

 

１．適用 

本仕様書は、国土交通省四国運輸局が発注する「建具交換等作業（香川運輸支局）」（以下、「本作業」

という。）に適用する。 

２．目的 

本作業は、香川運輸支局２階の執務室等の配置見直しに伴い、庁舎２階の現印刷室の建具の交換を行

うものである。 

３．履行場所 

香川県高松市鬼無町字佐藤 20－1  四国運輸局香川運輸支局 

４．履行期間 

契約締結日から令和 8 年 3 月 16 日(月)まで 

５．作業内容 

(1) 印刷室入り口扉交換 一式 

 既存の開き戸を撤去し、引き戸を設置する。 

(2) 撤去建具等の廃棄処分 一式 

 上記の交換撤去等作業に伴い発生した撤去後の建具その他本作業にかかる発生材の廃棄処分を行

う。 

６．納入物品等の仕様、数量及び設置場所 

(1) 交換する建具は下表のとおり。 

納入品名 規格 数量 撤去品名 設置箇所 

引き戸 化粧鋼板 0.6t 

W800×H2060 扉厚 40mm 

手動 

戸袋なし 

ロッド錠 

引き棒（抗菌仕様） 

制動装置 

エンドストッパー 

標準金具 

枠材等込 

1 式 木製片開き扉 現印刷室入り口 

参考図のとおり 

寸法の細部は現場合わせとする。 

(2) ドアセットの性能及び構造は、JIS A 4702 (ドアセット)による。    



  

７．作業要領 

(1) 受注者は、作業に先立ち、契約締結後 14 日以内に、設計図書に基づいて、請負代金内訳書及び作業計

画に関する以下の資料を作成し、監督職員に提出すること。 

･ 実施工程表 

(2) 作業計画の作成にあたっては、対象施設の業務に支障がないよう配慮すること。また、施設職員に加

え、施設利用者等第三者の安全確保に配慮すること。 

(3) 作業日及び作業時間は、準備及び後片付けを含め、原則として月曜日から金曜日（祝日及び年末年始

を除く。）の 8 時 30 分から 17 時とする。ただし、あらかじめ監督職員の承諾を受けた場合は、この

限りでない。なお、具体的な作業日時及び場所については、監督職員と協議の上決定する。 

(4) 作業場所において、別途作業を行う第三者がいる場合、監督職員が必要に応じて工程等の調整を行う

ので、受注者は、その調整に従わなければならない。 

(5) 作業用の電力及び水については、既設負荷への波及がない限り、既存設備から無償で使用することが

できる。  

(6) 工具・機材等の運搬用車両等本作業に関して使用する車両については対象施設の駐車場を利用するこ

とができる。 

(7) 作業関係者は対象施設内のトイレを利用することができる。 

(8) 作業中の資機材の置場所は、事前に監督職員と協議の上決定すること。  

(9) 振動、騒音、臭気、粉じん等の発生する作業、停電、断水等施設の使用に影響のある作業を行う場合

は、あらかじめ監督職員の承諾を受けること。 

(10) 受注者は、作業に従事する者に対して名札もしくは腕章を着用させるものとする。なお、庁舎管理等

の理由により発注者から身分証明書の提示を求められた場合は、これに応じなければならない。 

(11) 作業にあたっては、適用を受ける関係法令等を遵守し、作業の円滑な進行を図るとともに、常に安全

に留意し、作業に伴う災害及び事故の防止に努めること。 

(12) 建物内での火気の使用は、原則として行わない。 

(13) 災害及び事故が発生した場合は、人命の安全確保を全てに優先させるとともに、二次災害が発生しな

いよう作業現場の安全確保に努め、直ちにその経緯を監督職員に報告すること。 

(14) 作業にあたっては、既存構造物等を汚損しないよう適切な養生を行うこと。なお、作業の際に既存構

造物等を汚損した場合は、直ちに監督職員に報告するとともに、承諾を受けて原状に準じて補修する。

なお、これに伴う経費は全て受注者の負担とする。 

(15) 作業終了時には、適切な後片付けを行い、監督職員に終了の報告をすること。 

８．特記事項 

(1) 本作業には、作業にかかる納入物品ほか資材の搬入、既存建具等の取り外し・撤去、更新する建具等

の加工取り付け作業（取合部の補修等を含む）、撤去した建具等の廃棄処分、その他資料作成及び関連

する打ち合わせの一切を含むものとする。なお、本仕様書に記載なき事項であっても作業の履行上当

然必要とされる事項については、受注者の負担において実施すること。 

(2) 本作業に使用する建具、付属品、雑材料（以下「材料」という。）は、以下によること。 

① 国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律 (平成 12 年法律第 100 号。以下「グリーン

購入法」という。) に基づき、環境負荷を低減できる材料の選定に努める。  



  

② 使用する材料は、揮発性有機化合物の放散による健康への影響に配慮し、かつ、石綿を含有しな

いものとする。 

③ 使用する材料は、設計図書に定める品質及び性能を有するものとし、新品とする。なお、「新品」

とは、品質及び性能が製造所から出荷された状態であるものを指し、製造者による使用期限等の

定めがある場合を除き、製造後一定期間以内であることを条件とするものではない。 

④ 使用する材料の品質及び性能の証明となる資料を、監督職員に提出すること。ただし、ＪＩＳ又

はＪＡＳの材料で、ＪＩＳ又はＪＡＳのマーク表示のあるものを使用する場合又はあらかじめ監

督職員の承諾を受けた場合は、この限りでない。 

⑤ 材料の見本または仕様書を提示又は提出し、色合について、監督職員の承諾を受けること。 

(3) 本作業に掛かる建具等の取合部、既存建具等の撤去跡については、施設使用者に危険がないよう適宜

補修すること。 

(4) 撤去した建具及び発生材等は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和 45 年法律第 137 号）その

他関係法令に基づき適切に処理すること。 

９．完成図書 

(1) 作業完了後、以下の資料を発注者に提出すること。 

･ 工程写真（作業前、作業完了後） １式 

工程写真の仕様は以下のとおり。 

ｲ) 原則デジタル写真とする。 

ﾛ) 色彩は、カラーとする。 

ﾊ) 有効画素数は、100 万画素程度から 300 万画素程度とする。 

ﾆ) 大きさは、1,200×900 ピクセル程度から 2,000×1,500 ピクセル程度とする。 

ﾎ) ファイル形式は、JPEG とする。 

ﾍ) 写真の編集を行ってはならない。ただし、小黒板情報の電子的記入はこれにあたらな

い。 

(2) 電子ファイルの仕様等 

① (1)の資料は、紙媒体による提出を求めたものを除き、可能な限り次の電子可読形式ファイルで

提出すること。 

･ CAD ファイル：2D-CAD：Autodesk AutoCAD LT（dwg、dxf）及び Adobe Acrobat（pdf）  

･ CAD ファイル以外：Microsoft Office（docx、xlsx、pptx）又は Adobe Acrobat（pdf）  

ただし、工程写真については、撮影時の JPEG とする。 

② 提出図書の作成に使用するソフトウェアは最新バージョンを用いること。 

③ 記録メディア 

1) CD-R 又は DVD-R とする。  

2) 数量は１枚とする。  

3) 提出前に最新定義ファイルに更新されたウィルス検知ソフトでウィルスチェックを行うこ

と。 

④ 記録メディアのレーベル面には、次の内容を直接印刷又は不滅インクによる手書きで明記するこ

と。 

1) 件名  



  

2) 受注者名  

3) ウィルス対策ソフト名（ウイルス（パターンファイル）定義年月日又はパターンファイル名

を含む）  

4) データ書き込み日  

5) ウィルスチェック日 

１０．一括再委託等の禁止 

受注者は、本作業の全部を一括して、又は本作業の主たる部分を第三者に委任し、又は請け負わせて

はならない。 

１１．暴力団員等による不当介入を受けた場合の措置について 

(1) 本件において、暴力団員等による不当介入を受けた場合は、断固としてこれを拒否すること。また、

不当介入を受けた時点で速やかに警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行うこと。再委託

の相手方等が不当介入を受けたことを認知した場合も同様とする。 

(2) (1)により警察に通報又は捜査上必要な協力を行った場合には、速やかにその内容を記載した書面に

より発注者に報告すること。 

(3) (1)及び(2)の行為を怠ったことが確認された場合は、指名停止等の措置を講じることがある。 

(4) 本件において、暴力団員等による不当介入を受けたことにより工程に遅れが生じる等の被害が生じた

場合は、発注者と協議を行うこと。 

１２．秘密の保持 

受注者は、本契約の履行に関して知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。 

１３．その他 

本仕様書に定めのない事項又は本件について疑義が生じた事項については必要に応じて、発注者と受

注者とが協議して定めるものとする。 



（凡例）

階 数 庁舎２階

図 面 名称 建具交換箇所参考図

交換箇所

件 名
建具交換等作業
（香川運輸支局）

施 設 名 香川運輸支局


